
参考 

インフルエンザ出席停止期間早見表 

 発症日（当日 0日）は、病院に受診した日ではなく、38℃程度の発熱等インフルエンザの症状が始まった日です。 

 発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2日は出席停止です。 

※つまり、最低でも発症した後 5日を経過するまで出席停止です。解熱した日によって出席停止期間が延期されます。 

 登校可能となる日数が経過した後も、医師が出席を控えるべきであると判断した場合、体調に不安がある場合は、クラブの利用を控えてください。 
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